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業務スライドの試行導入

○業務委託の価格転嫁対策を強化するため、令和８年度以降に新規契約する建設コンサル
タント業務等からスライド制度（業務スライド）を試行導入

○まずはスライド額を適切に算定できる業務（賃金等の変動時の着手済・未着手が明確に確
認できる業務）などから適用を開始

１２か月以上（※） 残履行期間２か月以上

インフレスライド変更額
A－B×1.0%
ただし、A>B×1.0%の場合のみ
インフレスライド適用可能

全体スライド変更額
A－B×1.5%
ただし、A>B×1.5%の場合のみ
全体スライド適用可能

契約日 基準日 履行期間末

※：全体スライドは、契約締結から12か月
以上経過した業務が対象。インフレス
ライドは、履行期間の経過は関係なく、
急激なインフレがあった場合が対象。

業務スライド（増額）イメージ

履行済部分（既履行・着手済） 残業務量部分（未着手）

残業務に対する
変動前後の差額（A）

業務委託料
（変動前残業務委託料：B）

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

河川巡視支援業務

一般巡視 （月）式 日

目的別巡視 式 日

業務打合せ （回）式

総括単位 内訳単位主な業務（例）
初年度 次年度

履行済量： 残業務量：
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